
令和８年３月１９日 

 

市民の皆様へ 

出雲市環境施設課 

 

パソコンの処分方法についてのご案内 

 

日頃より、本市の環境行政にご理解とご協力をいただき、誠にありがとうございます。 

家庭で不要になったパソコンは、資源有効利用促進法に基づき、製造メーカー等により 

回収され、リサイクルが行われています。（市では収集を行いません） 

しかしながら、一部では、破砕ごみ袋に入れて市の収集に出されるなどの不適切なごみ 

出しや、不法投棄が発生している状況があります。 

次に示す不要なパソコンの処分方法を参考に、適切に処分いただきますようお願いします。 

 

＜不要なパソコンの処分方法＞ 

①製造メーカーへの申し込み 

　　メーカー製のパソコン　→　申込先：各メーカーの受付窓口 

※各メーカーの受付窓口はパソコン３Ｒ推進協会のホーム 

ページ（https:/www.pc3r.jp）でご確認いただけます。 

②一般社団法人パソコン３Ｒ推進協会への申し込み 

　　　　　　　　　　　　　　　申込先：パソコン３Ｒ推進協会 

→　電話：０３－５２８２－７６８５ 

　　　　　　　　　　　　　　　　ホームページ：https:/www.pc3r.jp 

　 

③認定事業者への申し込み 

 

全てのパソコン　　　　→　申込先：リネットジャパンリサイクル株式会社 

　　　　　　　　　　　　　※リネットジャパンリサイクル㈱は環境省認定事業者です。 

※詳細は、添付の資料をご覧ください。 

 

 

＜問合せ先＞ 

出雲市環境施設課減量推進係 

電話：0853-21-6988

回　覧

倒産したメーカー製のパソコン 
海外で購入したパソコン 
自作パソコン　など






